
1 

第 12 回千 葉 県 女 子 ユ ー ス ( U - 1 5 ) サ ッ カ ー 選 手 権 大 会 

（兼） 

第 21 回関東女子ユース（U-15）サッカー選手権大会千葉県予選 

 

 

大  会  要  項  

 

１ 主   旨   千葉県の女子サッカーの健全なる普及と発展を目指し，第 21 回関東女子ユース 

          (U-15)サッカー選手権大会に出場するチームを決定する。 

 

２ 名   称   第 12 回千葉県女子ユース（U-15）サッカー選手権大会 

          (兼)第 21 回関東女子ユース（U-15）サッカー選手権大会千葉県予選 

 

３ 主   催   (公社)千葉県サッカー協会 

 

４ 主   管   (公社)千葉県サッカー協会女子委員会 U15 部会 

 

５ 協   賛   モルテン 

 

６ 期   日   予選リーグ平成 28 年 5 月 1 日（日）、5 月 3 日(火・祝) 

5 月 5 日（木・祝） 

決勝トーナメント 1 回戦 5 月 8 日(日) 

準決勝 5 月 14 日（土）  決勝 5 月 15 日(日)、 

5 月 4 日（水・祝）予選リーグ予備日、5 月 21 日（土）/予備日 

     

７ 会   場   浦安市運動公園陸上競技場、市原スポレクパーク、 

あけぼの山農業公園グラウンド他 

 

８ 参 加 資 格   (1) (公財)日本サッカー協会に登録した単独の女子チーム及びそこに所属する女子 

選手。 

(2) 但し、単独チームが規定の人数に達しない場合は部会協議の上、合同チームと

しての参加を認めることがある。 

 (3)同一団体及びチームの複数エントリーは認めない。 

          (4)第１項のチームに 4 月 26 日 17:00 までに登録された女子選手であり、且つ、2001 

年(平成 13 年)4 月 2 日から 2006 年(平成 18 年)4 月 1 日までの間に出生した選 

手であること。(平成 28 年度小学 5 年生～中学 3 年生) 

   クラブ申請をした同一クラブであれば３、４種登録の女子選手の出場を認める。 

但し、小学生のみの単独チームは認めない。 

          (5)外国人選手は 5 名まで登録でき、１試合に 3 名まで出場できる。 

(6)参加選手は試合時に登録選手証(写真付き)を持参する。持参しない選手は試合に

出場できない。ただし、Kick Off 画面の写しにより、登録完了が確認できた場

合はこの限りではない。 

          (7) スポーツ傷害保険に加入済みであること。 

 

 

９ 競 技 方 法   (1) 予選リーグ戦及び決勝トーナメント戦を実施する。リーグ戦における勝ち点は、

勝：3 点、分：1 点、負：0 点とする。 

          (2) リーグ戦順位決定方式は、①勝ち点、②得失点差、③総得点、④当該チーム同

士の対戦成績、⑤抽選とする。 

          (3) 試合時間は 30 分－10 分－30 分とする。 
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          (4) リーグ戦において、無効試合が発生した場合、当該チームに関わる試合は全て 

            無効とする。 

(5) 決勝トーナメント戦において、同点の場合は前後半 10 分ずつの延長戦を行う。

それでも決しない場合はＰＫ戦にて次に進出するチームまたは 1 位となるチー

ムを決定する。 

          

10 競 技 規 則   (1) (公財)日本サッカー協会制定の「サッカー競技規則 2015/2016」による。 

  (2) 競技開始 60 分前までに交代選手を含めた最大 25 名を所定の「メンバー用紙」 

 にて 3 部提出する。同時に選手証（または登録証明書）も提出する。 

        メンバー表はＵ-15 女子部会印が捺印されている物に限る。 

          (3) 選手の交代は、ベンチ入りメンバー14 名の中から 9 名まで認められる。一度交

代で退いた選手が再び出場することはできない。ただし、交代の手続きは競技

規則第 3 条に基づいて行う。 

          (4) 試合中のベンチには、メンバー用紙に記載されたスタッフ及び選手のみ入る 

            ことができる。また、チームスタッフは予め登録票にエントリーした 5 名まで

とする。 

(5) 本大会において退場を命ぜられた選手は、次の 1 試合に出場できない。それ以

降の処置については、大会規律・フェアプレー委員会で決定する。 

          (6) 本大会期間中に警告を２回受けた選手・スタッフは、次の１試合に出場できな

い。（累積は関東大会まで持ち越す。） 

          (7) 試合当日の気候により、大会本部と審判団の協議に基づき試合時の飲水タイ 

            ムを設ける場合がある。 

 

11 ユニフォーム   (1) 正副 2 色のユニフォーム(ジャージ・パンツ・ストッキング)を用意する。 

          (2) 背番号は「メンバー用紙」に記入したものと同様とする。 

          (3) ジャージの胸とパンツの片側いずれかに背番号と同じ番号を付けること。 

          (4) ユニフォームの広告は、(公財)日本サッカー協会の「ユニフォーム規程」に基 

            づき、(公社)千葉県サッカー協会を通じ(公財)日本サッカー協会の承認を得た

ものに限る。 

 

12  マッチコーディネーション    (1) 予選リーグは行わない。決勝トーナメントは試合開始 60 分前に、大会本部にて 

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ      大会役員、審判員、対戦チーム代表者の立ち合いによりマッチコーディネー 

ションミーティングを実施する。 

      (2) チーム代表者はメンバー用紙、選手証(または登録証明書)、ユニフォーム正副 

        一式を持参する。（スポーツ傷害保険の記載は削除） 

 

13 運   営    (1) 大会役員は以下のとおりとする。 

              大会委員長   神庭 力 （女子委員会委員長） 

              大会運営委員長 

及び競技委員長 福井 和哉（女子委員会 U-15 部会長） 

競技副委員長  植草 功一（女子委員会 U-15 部会事務局） 

大会運営事務局 村田 信行（ＣＡＮＡ ＣＲＡＶＯ）  

            規律・ﾌｪｱﾌﾟﾚｰ委員 福井 和哉/植草 功一/村山 朋弘/村田 信行 

競技委員会   各チーム一名ずつ選出していただき構成します。 

                会場ごとの連絡責任者・運営責任者、会場準備等の協力 

をお願いします。 

          (2) 試合当日の運営は、会場責任チーム及び各競技委員が協力して行う。 

          (3) 各会場責任チームは、会場の設営、片づけ、審判費の支払ならびに試合当日の 

結果を大会運営事務局まで連絡する。 
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14 審   判   (1) 決勝トーナメントの審判団は審判委員会からの派遣審判により行う。 

(2) 予選の主審、副審、４審についてはチーム帯同審判員により行う。 

          (3) 主審については１８歳以上の有資格者、副審、４審については有資格者で 

あれば選手でも可能とする。 

 

15 組合せ抽選   監督会議(U15 部会)において決定する。 

   平成 28 年 4 月 9 日（土） 18:00～ 

           千葉県スポーツ科学センター 3 階第 2 研修室（予定）  

 

16 開 会 式   実施しない。 

 

17 表 彰 式   平成 28 年 5 月 15 日（日）決勝戦・３位決定戦終了後 

    優勝以下、3 位までに賞状を授与する。 

 

18 参加申込み   (1) 所定の用紙を記入し、下記事務局にＦＡＸし、参加申込みとする。 

            【ＦＡＸ送り先：043-222-0355（公社）千葉県サッカー協会】 

(2) 申込み締め切り：平成 28 年 3 月 31 日（木）18:00 まで 

(3) チーム登録票（申込後にメールにて配布）は必要事項を記入の上、下記大会事 

務局に E-mail で提出。 

  チーム登録票・メンバー表締切日：平成 28 年 4 月 8 日（金）20:00 まで 

 追加登録は 4 月 26 日（火）17:00 までに下記メール宛に連絡すること。 

  （チーム登録票、メンバー表どちらとも） 

   【E-mail: canarinho1996@coda.ocn.ne.jp 】 

 

19 参 加 料   10,000 円（監督会議にて徴収） 

 

20 そ の 他   (1) 本大会の上位 3 チームに第 2１回関東女子ユース（U-15）サッカー選手権大 

会の出場権を与える。 

          (2)荒天のほか、不測の事態での処置は次の通りとする。 

   雷の予兆があった場合は、試合を中断或いは中止します。 

（審判員、競技委員会の決定による。） 

*予選リーグ 

   ☆試合開始前で、開始遅延 20 分以内に開始不可の場合は、再試合とする。 

   ☆試合開始後、前半に中断し、20 分以内に再開不可の場合は、残り時間分の再 

試合とする。 

    ☆試合開始後、前半終了後、後半開始前と後半途中で中断し、20 分以内に再開 

不可の場合は、中止とし、その時点でのスコアーにより決定する。 

   *決勝トーナメント 

   ☆試合開始前で、開始遅延 20 分以内に開始不可の場合は、再試合とする。 

    ☆試合開始後、前半に中断し、20 分以内に再開不可の場合は、残り時間分を再 

試合とする。 

   ☆試合開始後、前半終了後、後半開始前と後半途中で中断し、20 分以内に再開 

不可の場合は、残り時間分の再試合とする。 

               (3)試合は７名以上で成立とする。試合中に選手が７名をきったチームは、その時点 

           で0-5の敗戦とする。ただし、相手チームがそれ以上の得点をとっている場合はそ 

           の点数を優先させる。 

          (4)その他上記に記載ない事案は、大会運営委員長及び事務局で決定する。 

 

大会事務局：   村田 信行 （ＣＡＮＡ ＣＲＡＶＯ） 
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         〔連絡先〕 （携） ℡ 090-2203-7731     E-mail canarinho1996@coda.ocn.ne.jp 


